
承認工事（手続き）の流れ 

事前相談 

申請について不明な点がある場合には、事前にご相談ください。 

道路管理および現地条件等を考慮し審査を行いますので、承認できない場合

や条件をつける場合もありますので、事前にご相談ください。 

相談先：申請書類提出先と同じ 

※相談にお越しいただくときには、現地の地図、写真、建物の計画図面等  

をお持ちください。 

※ご相談、または、申請の際は、お電話にてご来庁日時の調整をお願いいた

します。 

（ご連絡時に、現場住所と承認工事の事前相談の旨をお伝えください。） 

 

申請書類の作成 
「道路工事施行承認申請書作成要領」を参照し、申請書類を作成。 

提出部数：２部 

 

申請書類の提出 

（様式 1・2） 

大田区 都市基盤整備部 道路課 占用担当 25番窓口へ提出。 

所在地：大田区蒲田５-13-14（本庁舎７階南側 25番窓口） 

電 話：03-5744-1724 

※ご相談、または、申請の際は、お電話にてご来庁日時の調整をお願いいた

します。 

詳しくは、下記の【承認工事（手続き）の流れ】をご確認ください。 

（ご連絡時に、現場住所と承認工事申請の旨をお伝えください。） 

 

審査（大田区） 申請書類の審査を行います。 

 

承認書の受取り 
書類等に不備がなければ、提出後 10日程度で道路工事施行承認書を交付。 

※書類の受取り依頼の連絡をご担当者様まで、電話にてご連絡します。 

 

道路使用 

許可申請 

道路上での工事となるため、交通管理者の許可が必要ですので、所轄警察署

に道路使用許可を申請し、許可を受けてください。 

 

工事着手届の 

提出 

（様式 9） 

工事着手届を提出してください。 

（着手届は、承認書受取り時に提出が可能です。） 

提出先：申請書類提出先と同じ 

提出部数：１部 

 

工事着手 道路工事施行承認および道路使用許可を受けてから工事に着手。 

 

工事完了 承認工事範囲の工事完了 

 

 



 

工事しゅん功届

の提出 

（様式 10） 

「道路工事しゅん功届」を提出してください。 

添付書類：施工個所の施工前・施行中・完了の写真 

施工中の写真は、不可視部分を撮影してください。 

提出先：申請書類提出先と同じ 

提出部数：１部 

 

しゅん功検査 

（大田区） 

申請書類に基づき寸法等の検査を現地にて行います。 

規格および機能等を満足していない場合には、補修工事が必要になります。 

※検査時に申請者の立会が必要になる場合には、事前にご連絡します。 

 

承認工事によって道路等に付加した物件は、原則検査の完了をもって区に帰属します。 

 

検査が完了した日から起算して 1年の間は、工事施行者が瑕疵担保責任を負うものとする。 

 

工事概要および工事期間が変更になった場合 

変更申請書の 

提出 

（様式 5） 

「道路工事施行承認変更申請書」を提出してください。 

添付書類：「道路工事施行承認申請書作成要領」を参照 

提出先：申請書類提出先と同じ 

提出部数：2部 

 

工事期間のみが変更になった場合 

変更届の 

提出 

（様式 6） 

「道路工事期間変更届」を提出してください。 

提出先：申請書類提出先と同じ 

提出部数：1部 

 

承認工事に伴い境界石・境界プレート等の損壊・移動等の恐れがある場合 

オフセット図の 

提出 

工事に先立って、「オフセット図の作成・提出について」を参照し、「オフセ

ット図」を提出してください。 

提出先：大田区 都市基盤整備部 道路課 道路台帳・認定担当 2３番窓口 

電 話：03-5744-1313 

道路等に設置してある境界石・境界プレート等は、公共用地と民有地との境界を示す重要

なものです。工事により、境界石等を損壊・移動等した場合には、道路管理に支障が生じ

るだけでなく、近隣住民とのトラブルの原因となり、刑法の罪に問われることもあります。 



 


